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税・社会保険料の支払い等
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28 ８千

2023

　世帯主が60歳以上の二人以上の無職世帯（高齢無職世帯）の実収入は、1世帯
当たり1か月平均約25万3千円で、その約78.2％が公的年金などの社会保障給付
です。また、実収入から税金や社会保険料などを差し引いた可処分所得は約22万
円です。
　一方、消費支出は約25万4千円で、可処分所得を約３万４千円上回り、赤字に
なっています。この不足分は、貯蓄などの取り崩しで賄っています。

実収入（253,344円）

198,170円
78.2%

その他
21.8％

不足分
34,642円

貯蓄など金
融資産の取
り崩しなど

可処分所得（219,811円）

消費支出  254,453円33,533円

2023

76,152
16,564
23,841
10,967
5,398
16,099
31,965
24,511
48,956

2023



図表ー３生産年齢人口の減少
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令和5年
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9,159
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3,513

3,696

7,076

令和 5年

59.4

29.0

1.26
2022 1,240 836

1.35

4,809
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（2）高年齢者雇用安定法について
　高年齢者雇用安定法は、年金支給開始年齢の65歳への段階的引上げが始まり、

少なくとも年金支給開始年齢までは働き続けることができるようにするため、雇

用機会の確保、高年齢者等の再就職援助の強化などを目的としています。

◆65歳までの雇用の確保（平成18年4月施行、平成25年4月改正）

　定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置（高年齢者

雇用確保措置）を講ずることが義務付けられています。

※継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」です。
ただし、平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者を限定する基準を労使協定で定
めていた場合は、その基準を適用できる年齢を令和7年3月31日までに段階的に引上げな
ければなりません（平成24年度改正法の経過措置）。

○65歳までの定年年齢の引上げ
○65歳までの継続雇用制度の導入※
○定年の定めの廃止

◆70歳までの就業機会の確保（令和3年4月施行）

65歳までの雇用確保（義務）に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保す

るため、以下のいずれかの措置（高年齢者就業確保措置）を講ずることが努力義

務となりました。

○70歳までの定年年齢の引上げ
○70歳までの継続雇用制度の導入
○定年の定めの廃止
○70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
○70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業
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また、

　　大阪における雇用失業情勢は、有効求人倍率が1.22倍と求人が求職を上回って

推移し、持ち直しの動きに弱さが見られる状況です（大阪労働市場ニュース令和６

年４月分より）

あらわします。

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

図表ー４ 就職率の推移（年齢階級別）

45歳以上

55歳以上

65歳以上

就職率
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（4）高齢者の中途採用の状況
55歳以上の中途採用者の雇用形態は次のようになっています。

　中途採用を行った企業のうち、正社員での採用は年齢が高いほど少なくなり、
60歳以上ではパート・アルバイトでの採用が最も多くなっています。

（5）高齢者の中途採用時に重視する点
　およそ半数の企業が「知識・技能」及び「性格・人柄」と並び「本人の健康」を
重視しています。

10.7

23.3

51.5

11.8

14.1

9.4

52.9

36.4

23.6

9.6

11.5

2.8

0.8

0.7

0.4

14.2

14

12.3

65歳以上

60歳～64歳

55～59歳

図表ｰ５　中途採用者の雇用形態

正社員 契約社員 パート・アルバイト 嘱託 その他 無回答

資料出所：独立行政法人　労働政策研究・研修機構「高年齢者の雇用に関する調査（企業調査）」

31.7

0.5

48.9

15.1

17.9

23.9

51.9

47.1

19.6

0.6

53.8

15.9

16.3

27.6

61.3

58

9.5

0.7

54.9

13.2

11.5

29.1

69.9

70.1

0　　　 10　　　20　　　30　　　40　　　50　　　60　　　70　　　80

無回答

その他

本人の健康

賃金が安くても応募してくれる点

短時間でも勤務可能な点

通勤可能な範囲に居住

性格・人柄

知識・技能

図表ｰ６　中途採用時に重視する項目（複数回答）

55～59歳 60歳～64歳 65歳以上

資料出所：独立行政法人　労働政策研究・研修機構「高年齢者の雇用に関する調査（企業調査）」

（2020年）

（2020年）
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（6）高齢者の中途採用者の職種
2018年度に55歳以上の高年齢者を中途採用した実績がある企業に対し、採用

した従業員の職種を尋ねた結果が次のようになっています。
　全ての年齢層で最も多いのは「専門・技術職」で、次いで「サービス職」とな
っています。

2

18.5

15.1

8.3

6.7

26.7

4.9

7.6

32.4

8

1.6

13

11.3

7.8

8.5

23.2

6.3

8.9

38.2

13.5

0.9

11.3

9.7

9.4

9.9

22.7

7.1

10.6

40.2

13.6

0　　　  5　　　 10　　　 15　　　20　　　 25　　　30　　　 35　　　40　　　 45

無回答

その他

運搬・清掃・包装等

輸送・機械運転

生産工程

サービス

販売

事務

専門・技術

管理

55～59歳 60歳～64歳 65歳以上

※サービス（飲食業・宿泊業・不動産
業・医療・福祉等）
※その他（保安・農林漁業・建設等）

図表ｰ７　中途採用者の職種（複数回答）

資料出所：独立行政法人　労働政策研究・研修機構「高年齢者の雇用に関する調査（企業調査）」（2020年）
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令和６年１月～３月
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生産工程の職業
運輸・機械運転の職業
建設・採掘の職業
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　希望の仕事に就くためには、自分に足りない知識・技能を習得し、職業能力の向
上を図ることも効果的です。現在、公的な職業訓練制度が充実していますので、積
極的に利用してみてはいかがでしょうか。
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各種ハロートレーニング（公的職業訓練）

～ハロートレーニング（公的職業訓練）、
　　　　　　　　　　教育訓練給付金制度の活用～

　求職者の方々が、職業に必要な知識や技能を身につけて、就職につなげていた

だくための職業訓練です。（P６５参照：公共職業能力開発施設等一覧）

ぎせんこう
ホームページ

最新のイベントや
見学会も確認できます

ぎせんこう
コース一覧

①大阪府立高等職業技術専門校（令和４年度就職率９１.４％）

≪各訓練コース例≫

「ビル設備管理科」「ビルクリーニング管理科」（５５歳以上の方優先枠あり）

「ものづくり金属科」「電気工事科」

「情報通信科」「ＩＣＴプログラミング科」「空調設備科」など

≪ 訓 練 期 間 ≫

６か月～２年間

≪ 必 要 経 費 ≫

　すべての科目において、教科書代、作業服代、工具代などの実費が必要です。

　なお、普通課程（有料科目）については、入校選考料（２,２００円）、入校料

（５,６５０円）、授業料（年間１１８,８００円）が必要となります。

　また、経済的な理由により訓練を受けることが困難で、一定の要件に該当する

方は、授業料の減免制度が適用される場合があります。
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ポリテクセンター関西
ホームページ
見学説明会も

実施しております

ポリテクセンター関西
コース一覧

②ポリテクセンター関西訓練（令和４年度就職率８６.０％）

≪各訓練コース例≫

「ＣＡＤ・ＮＣ技術科」「ＣＡＤ・ＣＡＭ技術科」

「メカニカルデザイン科」「ものづくりサポート技術科」

「メタルワーク科」「電気設備技術科」

「ものづくりロボット技術科」「ＩｏＴシステム開発科」

「ＩＣＴエンジニア科」など

≪ 訓 練 期 間 ≫

６～７か月

≪ 必 要 経 費 ≫

　受講料は無料（ただし、テキスト代等の実費が必要となります。）

　コース内容によっては、作業服・作業帽・安全靴など準備していただく必要が

あります。

　大阪府が民間教育訓練機関、専修・各種学校などに委託して実施する職業訓練

です。

大阪府委託訓練
コース一覧

③大阪府委託訓練

≪各訓練コース例≫

「介護職員初任者養成研修科」「保育人材養成科」

「パソコンスキル習得科」

「ＷＥＢデザイン＋プログラミング基礎科」など

≪ 訓 練 期 間 ≫

２か月～２年

≪ 必 要 経 費 ≫

受講料は無料（ただし、テキスト代等の実費が必要となります。）
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　民間教育訓練機関、専修・各種学校などが独立行政法人高齢・障害・求職者雇

用支援機構の認定を受けて実施する職業訓練です。

求職者支援訓練
コース一覧

④求職者支援訓練

≪各訓練コース例≫

「ビジネスパソコン実務科」「ゼロから学べるＪａｖａプログラミング科」

「オフィスソフト・経理・Ｗｅｂ作成科」

「基礎から実践までしっかり学ぶ介護職・介護事務科」など

≪ 訓 練 期 間 ≫

２～６か月

≪ 必 要 経 費 ≫

受講料は無料（ただし、テキスト代等の実費が必要となります。）

　職業訓練受講までに一定の期間を要しますので、職業訓練受講をお考えの方は、

お早めに居住地を管轄するハローワークでご相談ください。

職業訓練受講までの流れ

ハローワークで
求職申込み・
職業相談

訓練の受講
申し込み

面接・筆記試験
等の受験

選考結果通知 受講のあっせん 訓練受講開始
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　雇用保険を受給できる方は、ハローワーク所長の受講指示により訓練を受講

すると、雇用保険を受給しながら訓練を受講することができる場合があります。

　雇用保険を受給できない方は、収入や金融資産が一定基準に満たないなどの

下記の支給要件に該当し、ハローワーク所長の支援指示により訓練を受講する

と職業訓練受講給付金（受講手当：月１０万円＋通所手当）、または交通費

（通所手当）のみを受給できる場合があります。

※詳しくは居住地を管轄するハローワークでご相談ください。

主な給付金の内容

１． 本人の収入が月８万円以下

２． 世帯全体の収入が月３０万円以下

３． 世帯全体の金融資産が３００万円以下

４． 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない

５． 全ての訓練実施日に出席している

６． 世帯の中に給付金を受給して訓練を受けている人がいない

７． 過去３年以内に、不正行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

８． 過去６年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けたことがない

※１または２を満たさない場合であっても、本人収入が月１２万円以下かつ世

帯収入が月３４万円以下で３～８を満たす場合は、訓練施設への交通費（通

所手当）のみを受給することが可能です。

※支給要件を満たしているかについては、支給単位期間（１か月）ごとに確認

を行います。

※訓練期間中から訓練終了後、支給単位期間（１か月）が終わるごとにハロー

ワークに来所し、職業相談を受け、給付金の申請を行う必要があります。

職業訓練受講給付金の支給要件
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ワークに来所し、職業相談を受け、給付金の申請を行う必要があります。

職業訓練受講給付金の支給要件
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※被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、（2）～（4）の
　項目において同じです。

厚生労働省

（3）

　一般教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に、本人の住居

所を管轄するハローワークに申請してください。

　雇用保険の被保険者（在職者）、または被保険者であった方（離職者）が、

厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講中及び修了した場合、本人が

教育訓練施設に支払った経費の一部がハローワークから支給されます。

（令和 6年 9月 1日現在）。

専門実践教育訓練の教育訓練給付金制度を活用する
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３

29 12 31

　訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティン

グでジョブ・カードの交付を受けた後、受講開始日の１４日前までに「教

育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」等をご自身の住所

を管轄するハローワークへ提出するか、代理人（※）、郵送又は電子申請

により行ってください。

※指定教育訓練実施者及び教育訓練施設、その販売代理店等に所属する者

及び訓練前キャリアコンサルティングを行った訓練対応キャリアコンサ

ルタントを代理人とする申請は不可。
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≪支給対象者≫

  

≪支　給　額≫

≪申請の時期と申請先≫

（4）特定一般教育訓練の教育訓練給付金制度を活用する

　訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングでジョ

ブ・カードの交付を受けた後、受講開始日の１４日前までに「教育訓練給付金及び

教育訓練支援給付金受給資格確認票」等をご自身の住所を管轄するハローワークへ

提出するか、代理人（※）、郵送又は電子申請により行ってください。

　特定一般教育訓練の支給申請は、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して１か

月以内に、本人の住居所を管轄するハローワークに「教育訓練給付金支給申請書」

等の書類を提出するか、代理人（※）、郵送又は電子申請により行ってください。

※指定教育訓練実施者及び教育訓練施設、その販売代理店等に所属する者及び訓練

前キャリアコンサルティングを行った訓練対応キャリアコンサルタントを代理人

とする申請は不可。

☆希望の職種、地域を広げて検索する
　⇒多くの情報を得る
☆求人票の見方のコツをつかむ（→24、25ページ参照）

〔求人情報提供パソコンによる上手な検索方法〕

（60～ 63ページ参照）
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　また、府内のハローワークには、シニア世代のための職業相談窓口として、
「生涯現役支援窓口」を設置し、シニア世代の採用に意欲的な企業の求人情報
の提供やシニア世代の方に適した各種セミナー等を実施し、55歳以上の方、と
りわけ 65歳以上の方を重点的に支援して
います。
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https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

ハローワークインターネットサービス
　ハローワークインターネットサービスでは、次のサービスを提供しています。
ご自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンからもご利用いただけます。
○全国のハローワークで受け付けた求人を検索できます。
○「求職者マイページ」が開設できます。「求職者マイページ」は、求人検索条
件の保存や気になった求人の保存など、より便利なサービスをご利用いただけ
るものです。
○ハローワークがあっせんする職業訓練（ハロートレーニング）の情報を検索で
きます。
○そのほか、ハローワークの利用方法や雇用保険手続きなどについてご案内して
います。
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（請負・委任のほか労働者派遣・職業紹介による働き方もあります。）

納入する必要があります。）
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①高年齢雇用継続給付との調整

②　厚生年金に加入しながら

（1）60歳以上65歳未満

各年代における注意点

厚生年金

る

②厚生年金に加入しながら在職老齢年金を受給している方が退職されたときは、

　在職中の厚生年金被保険者期間を加えて年金額が再計算されます。

①老齢基礎年金は全額支給されます。

②70歳以上の期間は、厚生年金に加入していないため年金額の計算には反映し

　ません。

16.517.518.519.520.521.522.523.0

18

52

44
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10.511.0

11.012.0

11.512.513.0

12.013.014.0

12.513.514.515.0

13.014.015.016.0

13.514.515.516.517.0

14.015.016.017.018.0

14.515.516.517.518.519.0

15.016.017.018.019.020.0

15.516.517.518.519.520.521.0

16.017.018.019.020.021.022.0

老齢厚生 （報酬比例部分）から

34 ２４
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※３　支給要件がありますので、詳細についてはハローワークにお問い合わせください。

退職して失業等給付の基本
手当または再就職手当等を
受けずに就職した方

退職して失業等給付の基本手当を受給したが、
100日以上残して再就職した場合

再就職手当

就業促進
定着手当 ※3

※3
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「被保険者であった期間」が通算して5年以上

494,700
令和６494,700

（令和７年４月から10％）

260,000

280,000 22,876 －9,150

400,000

360,000

900

1,560

2,160

430

3,860

6,860

1,020

1,680

2,400

330

3,720

7,350
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22,680

39,312

54,432

225,990

315,268

396,548

25,704

42,336

61,99295,000

258,246

345,990

423,258

⑦

⑦

です。（雇用保険については、令和６年９月１日時点での料率を元に算出しています。）
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61,99295,000

258,246

345,990

423,258

⑦

⑦

です。（雇用保険については、令和６年９月１日時点での料率を元に算出しています。）



たこと（あらかじめ更新されない予定の労働契約が満了したことによる離

（※）令和２年８月１日以降の離職者は 80時間以上でも可

職を除く）、その他やむを得ない理由により離職された方は、離職前 1年

間に、雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上（※）の賃金支払の

あった完全な月が６か月以上ある場合でも受給資格を満たします。
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自己都合で離職された方は待期満了の翌日
から2か月（重責解雇で退職された方や過
去5年間に2回以上自己都合で離職し求職申
込みをした場合は3か月）経過した後からの
支給となります。

離

離

受給の手続きにはマイナンバーが必要です。
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急に
できるだけ早

　基本手当を受けることができる期間を「受給期間」といいます。
　原則として離職日の翌日から起算して１年間。
※待期（７日間）+ 給付制限 + 所定給付日数の合計が受給期間（１年間）を
過ぎてしまうと、所定給付日数が残っていても支給されません。このため、
離職後のすみやかな受給手続きにご留意ください。

所定給付日数に
よっては延長期
間が「最長３年」
とならない場合が
あります。

（注）令和４年７月１日以降に事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大３年間
受給期間に算入しないことができます。くわしくは、大阪労働局のHPをご覧ください。

倒産、解雇、又は期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと（あ
らかじめ更新されない予定の労働契約が満了したことによる離職を除く）
等による離職者

また、「基本手当日額」は、賃金水準の変動に応じて基本手当日額が毎年８月
１日に変更（引き上げ又は引き下げ）されます。
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2,869

（※ ）

（※）令和２年８月１日以降の離職者は 80時間以上でも可

17,270
16,490

8,635
7,420

2,295

（令和６年 8月現在）
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ハローワーク、

7,06514,130

令和６
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（再就職手当の給付
率が70％の場合は30％）が上限

60％（支給

【別途上限有】

残日数が　  以上で
　　　　　就職した場合は70％）

就職

就職

2/3

【別途上限有】

【別途上限有】

【別途上限有】

（別途上限有）

就業手当は、令和７年３月31日をもって廃止となります。令和７年４月１日以降
に支給要件を満たす方は支給を受けることができません。また、就業促進定着手当
は、令和７年４月１日以降、上限が支給残日数の20％に引き下げられます。

基本手当の受給資格が
あり就職日において
45歳以上の方（労働
施策総合推進法等に基
づく再就職援助計画等
の対象者に限る）や障
害者等の就職が困難な
方などが、受給できる
支給残日数があるうち
に安定した職業に就い
た場合

か
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　詳細は、お近くの日本年金機構の各年金事務所へご確認ください。
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～雇用保険の適用拡大について～
　平成29年１月１日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保
険の適用対象となりました。

　雇用保険の基本手当と年金（特別支給の老齢厚生年金、一部繰上げ・全部繰上げ

請求により65歳に達するまでに支給される老齢厚生年金）は同時に受けられません。
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役場ま

住所を有する

加入していますので、

会社員等



　詳細は、お近くの日本年金機構の各年金事務所へご確認ください。

第
４
章

53

～雇用保険の適用拡大について～
　平成29年１月１日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保
険の適用対象となりました。

　雇用保険の基本手当と年金（特別支給の老齢厚生年金、一部繰上げ・全部繰上げ

請求により65歳に達するまでに支給される老齢厚生年金）は同時に受けられません。

67

第
４
章

54

役場ま

住所を有する

加入していますので、

会社員等



67

第
４
章

55

厚生年金保険に加

67事務所

区

10

済

10

）在現月４年６和令（）円000,86額月（円000,618間年＝）額満（額金年の）方の下以歳86（者定裁規新の度年６和令
令和６年度の既裁定者（69歳以上の方）の年金額（満額）＝年間813,700円（月額67,808円）（令和６年４月現在）

（注）　厚生年金と共済組合等の加入期間を有する人の特別支給の老齢

10

厚生年金の受給資格要件については、それぞれの加入期間を合
算して受給資格期間（1年）を判定します。

58

等

と共済組合等
の厚生年金保険の被

保険者期間が
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老齢基礎年金とあわせて繰上げ

☆老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間（国民年金の保険料納付済期間や厚生
年金保険、共済組合等の加入期間を含む）と国民年金の保険料免除期間などを合算した
資格期間が原則として25年以上必要でしたが、平成29年８月１日からは、資格期間が10年
以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
詳しくは年金事務所（67ページ参照）へお問い合わせください。

10

請求、

◆老齢厚生年金の支給開始年齢◆
60歳台前半の人の老齢厚生年金の見直し（時間をかけて段階的に実施）
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「予約受付専用電話」0570-05-4890　（050で始まる電話）03-6631-7521
（来訪相談のご予約）
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大阪府

大阪市中央区久太郎町 2-4-27
堺筋本町ＴＦビル7Ｆ

6265 8111

大阪支部

夕陽丘

東大阪

大阪市天王寺区上汐 4-4-1

東大阪市菱江 6-9-10 072-964-8836

施設等一覧
・施設内訓練

・委託訓練

https://www.pref.osaka.lg.jp/
soshikikarasagasu/s_koyosuishin

https://www.pref.osaka.lg.jp/
soshikikarasagasu/nokai

https://daisikyou.com

599-0303 泉南郡岬町深日524

阪南市下出527番地の4599-0202
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大阪市中央区本町4-3-9
本町サンケイビル10～11F

2025 令和７年

2024 令和６年
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